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浄化槽法定検査受検のお願い

法定検査を受けて家庭排水を浄化しましょう。

お問い合わせ先　　　　　　　
　㈶鹿児島県環境検査センター
　☎ 099-223-3185　　　　　
　曽於市担当　　　　　　　

　☎ 099-482-4220　　　　　

平成 21年度 個人住民税減免のお知らせ
次の(1)から(3)のいずれかに該当される方は、
市県民税を減額又は免除することができる
場合がありますので、ご相談ください。

お問い合わせ先   　　　　　　
税務課又は税務係　　　　　　　　

　末吉支所税務課　☎ 0986-76-8804
　大隅支所税務係　☎ 099-482-5922
　財部支所税務係　☎ 0986-72-0932

⑴
災
害
に
遭
わ
れ
た
方

⑵
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

⑶ 

失
業
、
疾
病
等
に
よ
り
所
得
が
激

減
し
た
方
（
※
一
定
の
条
件
を
満

た
す
方
）

※ 

一
定
の
条
件
と
は
、
次
の
①
か
ら
③

の
条
件
を
全
て
満
た
す
場
合
で
す
。

① 

平
成
21
年
1
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

　

 

ま
で
の
合
計
所
得
金
額
（
失
業
給
付
、

疾
病
保
険
給
付
等
を
含
む
）
が
、
平

成
20
年
1
月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
合
計
所
得
金
額
の
半
分
以
下
に

減
少
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

② 

平
成
20
年
1
月
1
日
か
ら
12
月
31

　

 

日
ま
で
の
合
計
所
得
金
額
が
４
０

　

０
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

③ 

財
産
、
貯
蓄
等
が
な
く
、
納
税
が

著
し
く
困
難
な
場
合

浄
化
槽
法
定
検
査
の
必
要
性

　

浄
化
槽
は
、
保
守
点
検
・
清
掃
と

法
定
検
査
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
か

ら
出
さ
れ
た
汚
水
を
浄
化
し
、
き
れ

い
な
水
に
し
て
流
す
こ
と
が
で
き
る

装
置
で
す
。

　

浄
化
槽
法
で
は
、
保
守
点
検
・
清

掃
と
は
別
に
、
こ
れ
ら
が
適
切
に
行

わ
れ
、
浄
化
槽
の
機
能
が
正
常
に
維

持
さ
れ
て
い
る
か
を
検
査
す
る
「
法

定
検
査
」
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

浄
化
槽
に
と
っ
て
保
守
点
検
・
清

掃
は
、
い
わ
ば
日
常
の
健
康
管
理
で

あ
り
、
法
定
検
査
は
健
康
診
断
に
あ

た
り
ま
す
。

　

毎
年
１
回
行
う
定
期
検
査
は
、
こ

れ
ま
で
11
人
槽
以
上
の
比
較
的
大
き

な
浄
化
槽
と
官
公
署
分
は
す
べ
て
検

査
し
て
い
ま
し
た
が
、
10
人
槽
以
下

の
家
庭
用
の
浄
化
槽
も
検
査
で
き
る

体
制
が
整
っ
た
た
め
、
平
成
17
年
度

か
ら
順
次
検
査
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

浄
化
槽
を
設
置
さ
れ
て
い
る
方

は
、
法
定
検
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
の

う
え
、
必
ず
受
検
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

検
査
の
内
容

①
使
用
開
始
検
査（
法
第
７
条
検
査
）

　

浄
化
槽
を
使
い
始
め
て
か
ら
３
か

月
を
経
過
し
た
あ
と
に
、
設
置
工
事

が
適
正
に
行
わ
れ
、
浄
化
槽
の
機
能

が
正
常
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
検
査
を
行
い
ま
す
。

②
定
期
検
査
（
法
第
11
条
検
査
）

　

毎
年
１
回
、浄
化
槽
の
保
守
点
検
・

清
掃
が
適
正
に
行
わ
れ
、
浄
化
槽
の

機
能
が
正
常
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
検
査
し
ま
す
。

　

な
お
、
家
庭
用
の
浄
化
槽
は
、
検

査
の
結
果
、
適
正
な
維
持
管
理
が
行

わ
れ
て
い
る
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
4
年
程
度
に
１
回
の
間

隔
で
、
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

単独処理浄化槽 合併処理浄化槽

使用開始検査 ― 11,000 円　

定期検査 4,000 円　 6,000 円　

※�法定検査は、設置者の委託を受けて行う保守点検・清掃
とは異なります。
※�法定検査は、県の指定検査機関「( 財 ) 鹿児島県環境検
査センター」が行います。
※�法定検査は、事前に指定検査機関からハガキにより実施
日の通知をします。

検査の手数料（５～ 10 人槽）
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農業経営改善のための研修会
認定農業者等の皆さんの
受講生を募集します！

お問い合わせ先　　　
　曽於市畑地かんがい農業推進センター
　☎ 099-482-2546　
　末吉支所経済課
　☎ 0986-76-8808　

　大隅支所産業振興課
　☎ 099-482-5950　
財部支所産業振興課
☎ 0986-72-0938　

　
曽
於
畑
地
か
ん
が
い
農
業
推
進
セ

ン
タ
ー
で
は
、
各
市
町
担
い
手
育
成

総
合
支
援
協
議
会
と
連
携
し
、
農
業

経
営
の
改
善
を
ね
ら
い
に
認
定
農
業

者
や
農
業
青
年
・
女
性
を
対
象
と
し

た
研
修
会
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　
受
講
を
希
望
す
る
方
は
、
各
研
修

会
内
容
及
び
日
程
等
を
確
認
の
う

え
、
各
市
町
農
政
担
当
課
、
曽
於
畑

地
か
ん
が
い
農
業
推
進
セ
ン
タ
ー
に

申
し
込
ん
で
下
さ
い
。
な
お
、
都
合

に
よ
り
研
修
日
程
及
び
会
場
は
変
更

に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

区
分 研　修　名 研修内容（回数） 開催時期 対象者 募集

定員 場所・時間

技
術
経
営

農 業 基 礎 講 座

農業経営や土壌肥料、
病害虫、農家生活など
農業に関する基礎的な
知識 ( ５回 )

7/2，7/9，7/16，
7/23，
8/6

新規就農者及び若手女
性農業者

県大隅地域振興局曽於
庁舎第５会議室　　
13:30～16:00
8/6は現地研修のため
11:00～17:00

農
業
簿
記
関
係

複 式 簿 記

基 礎 研 修

農業複式簿記の基礎知
識（４回）※テキスト
代　2,000 円

7/8，7/15，
7/22，8/5

複式簿記による記帳希
望者

県大隅地域振興局曽
於庁舎第５会議室
13:30 ～ 16:00

パソコン
簿　記

基本研修 

パソコン
基　本
操作編

パ ソ コ ン の 基 本 操 作
（２回）
（マウス操作・文字入
力等）　
※受講料１回５００円

（予定）

8/17，8/19

複式簿記基礎研修終了
者または簿記の知識を
有するパソコン操作の
初心者 ＪＡそお鹿児島本所　

会議室
13:30～16:00簿　記

ソフト
基　本
操作編

農業簿記ソフトの操作
演習（2 回） 9/14，9/16

複式簿記の基本知識を
有し、パソコンで簿記
記帳を希望する方

パソコン
簿　記

実践研修 

新規記帳者の簿記ソフ
ト基本条件設定（２回） 9/24，9/25

パソコン簿記基本研修
を終了し、簿記ソフト
を購入した方

県大隅地域振興局曽
於庁舎第５会議室
13:30 ～ 16:00

簿記記帳定例会
毎月の取引の入力
５月～１２月毎月１回
１月～　２月　週１回

5 月～ 12 月
第２木曜日
(8 月第 3 木曜日 )
1 月～ 2 月
毎週木曜日

すでにﾊﾟｿｺﾝ簿記で記
帳している方で左記日
程のうち都合の良い時
期

県大隅地域振興局曽於
庁舎第２会議室または
第５会議室
13:30～16:00

法
人
育
成
関
係

法人化基本研修 法人化のための基礎知
識 10/30 法人設立を予定してい

るまたは関心のある方

県土地改良事業団連合
会曽於事務所会議室
13:30～16:00

法 人 経 営

者 交 流 会

法人経営における労務
管理などの基礎研修及
び情報交換

9/11 法人経営者及び今後，
法人設立予定経営者 未定

新 春 経 営 ト ッ

プ セ ミ ナ ー
担い手農家の経営能力
向上研修 1/19

認定農業者，担い手農
家，
女性農業者等

未定

集 落 営 農 セ ミ ナ ー

管内現地検討，先進地
事例研修，集落営農に
係る制度，施策及び情
報の提供（２回）

７月上旬，　１１
月下旬

H20 年度集落営農ｾﾐﾅ
ｰを受講した集落リー
ダー

未定
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国民年金のはなし
・年金移動相談所
・ねんきん定期便

お問い合わせ先　　　　　
　市民課　　　　　　　　
　末吉　☎ 0986-76-8805
　大隅　☎ 099-482-5923
　財部　☎ 0986-72-0934

ね
ん
き
ん
定
期
便
を
お
届
け
し
ま
す

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
平
成
21
年
4

月
よ
り
、
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
の

現
役
加
入
者
の
皆
さ
ま
に
「
ね
ん
き

ん
定
期
便
」
を
誕
生
月
に
お
送
り
い

た
し
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
で
は

・
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間
と
年

　

金
加
入
履
歴

・
加
入
実
績
に
応
じ
た
年
金
見
込
額

・
こ
れ
ま
で
の
年
金
保
険
料
の
納
付

　

額
・
月
ご
と
の
年
金
保
険
料
の
納
付
状

　

況
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に
よ
り
年
金

記
録
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
年
金
記

録
に
「
も
れ
」
や
「
誤
り
」
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
同
封
の
回
答
票
に
て
、

ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
大
切
な
年
金
記
録
を
正

し
い
も
の
に
す
る
た
め
、「
ね
ん
き
ん

定
期
便
」
に
よ
る
年
金
記
録
の
ご
確

認
に
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

な
お
、
ご
不
明
な
点
は
、

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」

０
５
７
０
（
０
５
８
）
５
５
５
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

子育てふれあいひろば
８日と 12 日は育児講座を開催します。
７月 18 日は末吉総合体育館で開催します。

　お問い合わせ先
　　曽於市地域子育て支援センター
　　大隅　☎ 099-482-6125（直通）

育
児
講
座　

　

時
間　

10
時
30
分
～
11
時
30
分

６
月
８
日
（
月
）

財
部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　

「
子
ど
も
を
と
り
ま
く
事
故
防
止
等

に
つ
い
て
・
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め

の
対
処
法
な
ど
」

　

講
師
：
大
隅
曽
於
地
区
消
防
組
合

　

救
急
救
命
士

６
月
12
日
（
金
）

大
隅
弥
五
郎
伝
説
の
里　

　

講
師
：
田
鍋
い
ず
み
先
生

　
（
Ｏ
Ｋ
Ｊ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
）

「
親
子
ビ
ク
ス
」　

親
子
で
一
緒
に
ふ

れ
あ
い
、
楽
し
み
な
が
ら
運
動
し
ま

す
。
動
き
や
す
い
服
装
で
、
バ
ス
タ

オ
ル
、
水
分
補
給
用
飲
み
物
持
参

年金移動相談所開設日

期　日 時　間 場　所

6月10日（水） 午前 10 時～午後 3時
財部保健福祉
センター

6月16日（火） 午前 10 時～午後 3時
大隅支所別館
2階大会議室

日 月 火 水 木 金 土
6/1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

ひろば

ひろば

ひろば

ひろば

ひろば

親　子

ひろば 親　子

※�子育て支援センターは、園庭開放・育児相談を
　実施しています。
園庭開放：午前10時〜午後３時（月曜日〜金曜日）
育児相談：午前 9時〜午後４時（月曜日〜金曜日）

親子ふれあい遊び
　●会場：子育て支援センター
　　午前10時〜午前 11時 30分
子育てひろば
　●会場：末吉総合センター　
　●会場：末吉総合体育館
　●会場：財部保健福祉センター
　　子育てひろば　午前10時〜午前 11時 30分
　●育児講座　財部保健福祉センター（８日）
　　　　　　　弥五郎伝説の里（12 日）

講　座

親　子

ひろば

講　座
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児
童
手
当
制
度
の
目
的

　

児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
す
る
こ

と
に
よ
り
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の

安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次
代

の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育

成
、
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

児
童
手
当
制
度
の
仕
組
み

　

児
童
手
当
は
、
小
学
校
修
了
前
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
で
前
年
の

所
得
が
一
定
額
以
下
（
下
表
参
照
）

の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
所
在
地
の
市
区
町
村
長
の
認

定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
申
請
し

た
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
払
月
額

３
歳
未
満　

一
律　
　
　
　

１
万
円

３
歳
以
上　

第
１
・
２
子　

５
千
円

　
　
　
　
　

第
３
子
以
降　

１
万
円

支
払
時
期

　

児
童
手
当
は
、
原
則
と
し
て
毎
年

２
月
、
６
月
、
10
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の

前
月
分
ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

所
得
制
限
限
度
額
（
下
表
）

　

所
得
制
限
限
度
額
は
、
前
年
の
所

得
額
で
判
定
し
ま
す
。
ま
た
所
得
に

児童手当の現況届について

６月中に提出してください。

お問い合わせ先　　　　　
　各支所保健福祉課　　　
　財部　☎ 0986-72-0936
　末吉　☎ 0986-76-8807
　大隅　☎ 099-482-5925

場
合
、
６
月
以
降
の
手
当
は
、
届
が

提
出
さ
れ
る
ま
で
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

の
で
、
所
得
の
申
告
を
忘
れ
ず
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

は
一
定
の
控
除
が
あ
り
ま
す
。な
お
、

年
に
よ
っ
て
限
度
額
が
変
更
に
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

現
況
届
の
提
出

　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る

す
べ
て
の
方
は
、毎
年
６
月
中
に「
児

童
手
当
現
況
届
」
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お

け
る
状
況
を
記
載
し
、
児
童
手
当
を

引
き
続
き
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
を

確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

現
況
届
の
添
付
書
類

①
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
等

　

 

受
給
者
が
被
用
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
等
）
で
あ
る
場
合
は
提
出
し
て

く
だ
さ
い

②
児
童
手
当
用
の
所
得
証
明
書

　

 

曽
於
市
に
平
成
21
年
１
月
１
日
に

住
所
が
な
か
っ
た
方
は
、
前
住
所

地
の
市
区
町
村
が
発
行
す
る
児
童

手
当
用
の
所
得
証
明
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い

③
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て

　
　
　
　
　
　
　

提
出
す
る
書
類

　

別
居
監
護
申
立
書
等

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と

　

６
月
中
に
現
況
届
の
提
出
が
な
い

扶養親族等の数
自営業者

( 国民年金加入者）
サラリーマン

( 厚生年金等加入者）

０人 ４６０万円 ５３２万円

１人 ４９８万円 ５７０万円

２人 ５３６万円 ６０８万円

３人 ５７４万円 ６４６万円

４人 ６１２万円 ６８４万円

５人 ６５０万円 ７２２万円

所得制限限度額
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介
護
保
険
料
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

に
か
か
る
費
用
な
ど
か
ら
算
出
さ
れ

る
基
準
額
を
も
と
に
、
被
保
険
者
の

方
の
所
得
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
ま
す
。

平
成
21
年
度
か
ら
、
所
得
が
低
い
方

の
負
担
能
力
に
よ
り
き
め
細
か
く
対

応
で
き
る
よ
う
保
険
料
段
階
を
見
直

し
ま
し
た
。

　

保
険
料
は
、
ご
本
人
の
所
得
金
額

や
世
帯
の
方
の
住
民
税
課
税
状
況
に

よ
り
６
段
階
に
区
分
さ
れ
個
人
ご
と

に
賦
課
さ
れ
ま
す
。
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
る
特
別
徴
収
の
納
期
（
天
引

き
さ
れ
る
月
）
は
全
６
期
、
納
付
書

で
納
め
る
普
通
徴
収
の
納
期
（
納
め

る
月
）
は
全
９
期
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平成 21年度から
介護保険料が変わります

お問い合わせ先　　　　　
　各支所保健福祉課　　　
　財部　☎ 0986-72-0936
　末吉　☎ 0986-76-8807
　大隅　☎ 099-482-5925

所
得
段
階
区
分

第 1 段 階 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者の方

第 2 段 階 住民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の方

第 ３ 段 階 住民税非課税世帯で第２段階に該当しない方

第 4 段 階 住民税課税世帯で本人が非課税の方

課税年金収入額と合計所得金額
の合計が 80 万円以下の方
課税年金収入額と合計所得金額
の合計が 80 万円を超える方

第 5 段 階 本人が住民税課税で合計所得金額が 200 万円未満の方

第 6 段 階 本人が住民税課税で合計所得金額が 200 万円以上の方

区分 年額 月額
４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 第 6 期

所
得
段
階
区
分

第１段階 25,800 円 2,150 円

第２段階 25,800 円 2,150 円

第３段階 38,700 円 3,225 円

第４段階
43,800 円 3,650 円

51,500 円 4,292 円

第５段階 64,400 円 5,367 円

第 6 段階 77,300 円 6,442 円

	

区分 年額 月額
４月 7月 ８月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月

第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 第 6 期 第 7 期 第 8 期 第 9 期

所
得
段
階
区
分

第１段階 25,800 円 2,150 円

第２段階 25,800 円 2,150 円

第３段階 38,700 円 3,225 円

第４段階
43,800 円 3,650 円

51,500 円 4,292 円

第５段階 64,400 円 5,367 円

第 6 段階 77,300 円 6,442 円

65 歳以上の方の普通徴収介護保険料（納付書又は口座振替）

※納期は法定納期を掲載しています。65歳に到達された場合など、異動のあった方は随期分の保険料が賦課される場合があります。
※保険料の合計額は、年間分となっています。65歳に到達された方の保険料は、生年月日の前日の属する月分から計算されます。

仮算定 本算定

仮算定 本算定

※１期当たり納付額

前年度の２月納付額と同額です

本年度４月特徴開始の方は概ね年額÷６

本年度６月特徴開始の方は概ね年額÷５

※１期当たり納付額

＝（年額－仮算定額合計）÷３

※年額÷９ ※１期当たり納付額＝（年額－仮算定額）÷８

65 歳以上の方の特別徴収介護保険料（年金からの天引き）

65歳以上の方の介護保険料所得段階区分
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こ
の
特
別
対
策
に
よ
り
、
平
成
21

年
度
は
報
酬
改
定
に
よ
る
介
護
保
険

料
上
昇
分
の
全
額
が
、
平
成
22
年

度
は
報
酬
改
定
に
よ
る
介
護
保
険
料

上
昇
分
の
半
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

緊
急
特
別
対
策
の
概
要

　
「
介
護
従
事
者
等
の
人
材
確
保
の

た
め
の
介
護
従
事
者
等
の
処
遇
改
善

に
関
す
る
法
律
」
が
平
成
20
年
5
月

に
成
立
し
た
こ
と
を
受
け
、
介
護
従

事
者
の
処
遇
を
改
善
す
る
た
め
に
、

平
成
21
年
4
月
か
ら
介
護
報
酬
が
改

定
（
プ
ラ
ス
３
％
）
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
改
定
に
よ
る
介
護
給
付
費
の
増

加
分
が
介
護
保
険
料
に
反
映
さ
れ
ま

す
が
、
介
護
保
険
料
が
急
激
に
上
昇

し
な
い
よ
う
、
緊
急
特
別
対
策
に
よ

る
軽
減
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

曽
於
地
区
障
害
者
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
は
、
毎
月
各
支
所
で
巡
回
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

相
談
内
容

　

障
害
者
（
精
神
・
知
的
・
身
体
）

に
か
か
る
相
談

相
談
時
間

　

午
前
10
時
〜
正
午　

午
後
は
訪
問

※  

相
談
日
は
変
更
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

緊急特別対策により
介護保険料が軽減されます

お問い合わせ先　　　　　
　各支所保健福祉課　　　
　財部　☎ 0986-72-0936
　末吉　☎ 0986-76-8807
　大隅　☎ 099-482-5925

障害者支援センター巡回相談
各支所で毎月巡回相談を開催していますので
ご相談ください。

お問い合わせ先
　曽於地区障害者相談支援センター　
　☎ 099-472-1111（内線 112）

平成21年度 平成22年度 平成23年度

報酬改定に
よる増加分

自然増分を
含む保険料

保険料の変動

全額を国が負担

半額を国が負担 平成22年度の
保険料軽減

平成21年度の
保険料軽減

末吉支所 財部支所 大隅支所
６月 ３日（水） 　９日（火） １７日（水）
７月 １日（水） 　７日（火） １５日（水）
８月 ５日（水） １１日（火） １９日（水）
９月 2 日（水） 　８日（火） １６日（水）

１０月　 7 日（水） １３日（火） ２１日（水）
１１月　 4 日（水） １０日（火） １８日（水）
１２月　 2 日（水） 　８日（火） １６日（水）

１月 6 日（水） １２日（火） ２０日（水）
２月 3 日（水） 　９日（火） １７日（水）
３月 3 日（水） 　９日（火） １７日（水）

開催日 場所

保険料軽減措置のイメージ
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生
活
す
る
上
で
出
る
ご
み
（
家
庭

ご
み
）
は
、
曽
於
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
で
処
理
し
ま
す
。

　

家
庭
ご
み
を
出
す
場
合
は
、
決

ま
っ
た
と
お
り
に
分
別
し
て
く
だ
さ

い
。
冊
子
「
家
庭
ご
み
の
分
別
」
に

分
別
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
冊
子
が
お
手
元
に
な
い
場
合
は

各
支
所
市
民
課
環
境
係
に
準
備
し
て

あ
り
ま
す
。

　

近
頃
、
近
所
の
野
焼
き
の
煙
で
洗

濯
物
や
家
の
中
ま
で
臭
い
と
い
う
苦

情
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
ご
み
を
庭
先
等
で
野
焼
き
す

る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
近
所
の
方
々
に
大
変
迷
惑
に
な

り
ま
す
の
で
、
家
庭
ご
み
の
野
焼
き

は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
山
な
ど
に
ゴ
ミ
を
不
法
に

投
棄
す
る
こ
と
も
法
律
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
地
域
の
環
境
は
、
地
域
全
体

で
守
り
ま
し
ょ
う
。

　
ご
み
の
分
別
で
ご
み
の
減
量

化
と
資
源
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

対
象
と
な
る
方

　

平
成
21
年
４
月
１
日
現
在
の
年
齢

が
65
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者

で
、
個
人
住
民
税
の
納
付
義
務
が
あ

り
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
に
な
っ

て
い
る
方

対
象
と
な
る
税
額

　　

公
的
年
金
（
厚
生
年
金
・
共
済
年

金
・
企
業
年
金
等
）
に
係
る
所
得
額

に
応
じ
た
税
額
が
特
別
徴
収
（
天
引

き
）
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

実
施
時
期
　
平
成
21
年
10
月
１
日

※ 

こ
の
制
度
に
よ
る
新
た
な
税
負
担

は
発
生
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
今
年

度
は
年
度
途
中
か
ら
の
制
度
導
入

に
な
る
た
め
、
1
期
と
２
期
に
つ

い
て
は
普
通
徴
収
、
10
月
以
降
に

つ
い
て
は
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

（
天
引
き
）
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
以
外
で
収
入
の
あ
る

方
は
、
年
間
を
通
じ
て
普
通
徴
収
と

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
（
天
引
き
）

と
な
り
ま
す
。（
給
与
特
徴
の
方
は

年
金
特
徴
と
2
カ
所
か
ら
の
天
引
き

に
な
り
ま
す
）

　

　　

平
成
21
年
10
月
か
ら
、
公
的
年
金

に
係
る
所
得
に
対
す
る
個
人
住
民
税

（
県
民
税
・
市
民
税
）
の
お
支
払
い

方
法
が
変
わ
り
ま
す
。

　

公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
て
、

個
人
住
民
税
の
納
付
義
務
の
あ
る
方

は
、
現
在
、
納
付
書
に
よ
る
納
付
か

口
座
引
き
落
と
し
、
又
は
給
与
か
ら

の
特
別
徴
収
で
個
人
住
民
税
を
お
支

払
い
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
今
回

の
制
度
導
入
に
よ
り
、
公
的
年
金
か

ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

家庭ごみの野焼き・不法投棄の禁止

　

お問い合わせ先　　　　　
　各支所市民課　　　　　
　末吉　☎ 0986-76-8805
　大隅　☎ 099-482-5923
　財部　☎ 0986-72-0934

公的年金から特別徴収
公的年金所得で生ずる住民税のみ天引き対象で
す。この制度による新たな税負担は生じません。

お問い合わせ先　　　　　　　　　　　
　� 税務課又は税務係　　　　　　　　

末吉支所税務課　☎ 0986-76-8804
大隅支所税務係　☎ 099-482-5922
財部支所税務係　☎ 0986-72-0932
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